
円円スワップ付貸出の損害⾦計算式 変更箇所

改正前 改正後

第2条（任意返済および損害⾦等）

【損害⾦計算式】

損害⾦ ＝（A－B）×期限前返済額もしくは条件変更時の
債務元本額×残存日数÷365

A：原契約借⼊要項にもとづく利率
B：期限前返済日もしくは条件変更日の２銀⾏営業日前にお

ける、返済方法に応じた円・円ｽﾜｯﾌﾟﾏｰｹｯﾄにおける固定払
いｻｲﾄﾞのﾚｰﾄ(資⾦の取り⼿が呈⽰する⾦利：ﾋﾞｯﾄﾞﾚｰﾄ)
の気配値（上記気配値は、「東短ICAP株式会社」（また
はその継承会社）が情報端末上で呈⽰する利率および「ｲﾝ
ﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ取引所（ICE）」（またはその継承会社）が公
表する「LIBOR」の利率をもとに算出します。なお、情報端
末上にかかる呈⽰がない場合は、円・円ｽﾜｯﾌﾟﾏｰｹｯﾄにおけ
る利率を参考に銀⾏が決定する利率とします）

第2条（任意返済および損害⾦等）

【損害⾦計算式】

損害⾦ ＝（A－B）×期限前返済額もしくは条件変更時の
債務元本額×残存日数÷365

A：原契約借⼊要項にもとづく利率
B：期限前返済日もしくは条件変更日の２銀⾏営業日前にお

ける、返済方法に応じた「日本銀⾏」（またはそのレートの管
理を承継するその他の者）が公表する「TONA」の利率およ
び「TONA」を参照する円・円ｽﾜｯﾌﾟ・ﾏｰｹｯﾄにおける固定払
いｻｲﾄﾞのﾚｰﾄ(資⾦の取り⼿が呈⽰する⾦利：ﾋﾞｯﾄﾞﾚｰﾄ）
の気配値（情報端末上にかかる呈⽰がない場合は、円・円
ｽﾜｯﾌﾟﾏｰｹｯﾄにおける利率を参考に銀⾏が決定する利率とし
ます）


